
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市会計室会計管理課 

初版 

 

 

 

令和７・８年度変更届ガイド 

（振込先口座登録者用） 

こちらの変更届ガイドは、「振込先口座のみ」を登録している方向けに作成しています。 

入札参加資格（工事、物品・委託等、設計・測量等）の有資格者名簿登載者で、振込先口座の新

規登録・追加・変更等する方は、Ｐ６～Ｐ10 で入力方法をご確認ください。 
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※「入札参加資格審査申請」と同じシステムを使用しているため、システム上の表記が入札参加資格審査申請

者向けの表記になっている箇所があります。予めご了承ください。 

 

令和７・８年度振込先口座（以下、「口座」という。）登録をされた方※１で、基本情報や口座情報等に変更

が生じた場合は、『資格審査申請システム』から届出が必要となりますので、速やかに手続をお願いします。 

なお、届出から審査完了まで２～３日程度（有資格者名簿登載者は 10 日程度）かかります。（申請内容に

不備があった場合や申請件数が多い時期は、それ以上かかる場合があります。）※２ 

※１ 入札参加資格の有資格者名簿登載者で初めて口座登録を行う場合も「随時申請」ではなく、「変更

届」から口座登録を行ってください。 

※２ 変更内容が反映される前に請求書等を提出されている場合、変更前の口座へ支払われることがあり

ます。どの口座に支払われるか確認したい場合は、請求書等提出先の部署へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

２ 届出手順 

《届出に関する注意事項》 

◆ 虚偽の届出があった場合は、口座登録を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

◆ 登録した情報は、口座登録事務及び契約・支払事務に利用します。なお、登録した口座情報は外部には

公表されません。 

◆ 本届出に関するアンケート等を実施する場合があります。 

届出内容の審査（横浜市が行います。）（Ｐ18） 

変更届の提出（Ｐ２～） 

届出内容の入力・送信 

※送信後、受付完了メールが送られます。 
１ 

◆ ブラウザは、マイクロソフト社の「Microsoft Edge」

を推奨しています。 

◆ 提出書類のアップロードは、申請内容の入力・送信後

にシステム上に PDF 形式でアップロードしてください。

（操作方法はＰ15 以降を参照。） 

◆ 提出書類のアップロード後は、アップロード完了メー

ルは送られません。 

届出受理通知（Ｐ18～） 

３ 

◆ 届出された方に届出受理通知メールを送付します。 

提出書類のアップロード【該当者のみ】 

※１の入力・送信後、速やかに実施 
２ 

届出受理通知メールの受領 

※横浜市の審査終了とともに通知メールが

送られ、同時に変更が完了します。 
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入力画面へ遷移します。 

変更届の提出 

 

 

(1) 『資格審査申請システム』へのアクセス 

下記の手順で『資格審査申請システム』に入り、届出内容の入力・送信をお願いします。 

 

 

 

 

 

※画面はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『資格審査申請システム ログイン画面』URL：https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epvo/servlet/l  

入力受付 

期間 

令和７年３月 ～ 令和９年３月  ※土、日、祝日を除く 

午前９時 ～ 午後５時 

「変更届（令和７、８年度）」をクリック 

１ 届出内容の入力・送信 

 

 ユーザ ID とパスワードを入力

し、「ログイン」をクリック 
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(2) 各入力画面の説明 

変更可能な項目の入力画面が表示されますので、変更する箇所すべての項目の入力及び送信まで完了させて

ください。 

※上記一覧にない項目は、変更の対象とはなりません。 

※商号又は名称もしくは代表者職氏名の変更があった場合で、口座名義にも変更が生じる場合は同時に

変更を行ってください。（預金通帳の写し等の提出が必要となります。） 

 

 ① 入力者情報 ※届出内容に関する本市からの問い合わせで使用するため、この入力を実際に行っている

方の情報を入力してください。 

 

法人名等（個人の方は漢字氏名） 
◆ 「個人」で氏名を入力する方は、姓と名の間は全角スペース１文字空

けてください。 

入力者氏名（カタカナ） 
◆ 会社名や部署名ではなく必ず入力した方の氏名を入力してください。

◆ 姓と名の間は全角スペース１文字空けてください。 

電話番号 ◆ 平日日中に連絡のとれる番号を入力してください。 

E-mail アドレス 
◆ この E-mail アドレスに届出受付完了メールが送信されます。 

※携帯電話等の E-mail アドレスは登録できません。 

 

 

 

≪変更届で変更可能な項目≫ 

商号又は名称（フリガナ含む）・本店所在地（主たる営業所の所在地）・代表者職氏名・電話番号・FAX 番号・

E-mail アドレス・振込先口座（追加・削除含む） 
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※ここからは、登録されている内容が既に表示されていますので、変更したい項目のみ入力してください。 

② 本社基本情報 

※本社基本情報画面で入力する内容は、請求書に記載する請求者情報と同一にしてください。 

※各項目に関する注意事項は、次ページをご確認ください。 
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業者コード ◆ 変更できません。 

個人・法人 ◆ 変更できません。 

法人番号 

◆インボイス制度に対応するために、法人番号を利用する場合があります。（免税事業

者の方も法人番号は入力してください。） 

◆ 法人番号を入力し、「確認」ボタンを押した後に表示された法人名が正しいか確認し

てください。 

商号又は名称 

◆ 請求書に記載する名称で入力してください。 

   例）社会福祉法人横浜 会計保育園 

◆ 会社組織の種別（株式会社、有限会社等）を略さず入力してください。 

◆ 法人番号を登録（入力）している場合、表示された法人名を含めて入力してくださ

い。 

例）法人番号から表示される法人名が「社会福祉法人横浜」の場合 

商号又は名称 登録の可否 

社会福祉法人横浜 ○ 

社会福祉法人横浜 会計保育園 ○ 

会計保育園 
×（同一法人であることが確認

できないため） 

 

フリガナ ◆ 会社組織の種別（株式会社、有限会社等）を除いて入力してください。 

郵便番号 

◆ 郵便番号を入力し、［検索］をクリックすると、該当する住所の一覧が表示されま

す。 なお、表示された住所をクリックすると、選択した住所が入力されますので、そ

の続きを入力してください。 

都道府県 ◆ 該当するものを選択してください。 

市区名 ◆ 横浜市内の方のみ選択してください。 

所在地 
◆ 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から入力してください。 

◆ 丁目、番地、号等は「－」に置換え、算用数字を用いて入力してください。 

方書 ◆ 必要な場合のみビル名等を入力してください。 

職名 

◆ 「現在事項証明書」又は「履歴事項証明書」に記載されている職名を登録すること

を原則としますが、口座のみの申請の場合は、「代表取締役社長」や「会長」等の通称

でも登録は可能です。（この場合、定款等の確認をさせていただく場合があります。） 

氏名 ◆ 姓と名の間は全角スペースで１文字空けてください。 

電話番号 ◆ 平日日中に連絡のとれる番号を記入してください。 

FAX 番号 ◆ FAX がない方は 000-000-0000 を入力してください。 

E-mail アドレス 

◆ 会社の連絡先となる E-mail アドレスを入力してください。 

※携帯電話等の E-mail アドレスは登録できません。 

◆ この E-mail アドレス宛に届出受理通知メールが送信されますので、誤りのないよう

ご注意ください。変更後、本市からの連絡はこの E-mail アドレス宛に送信されます。 
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③ 振込先口座 

※入札参加資格の有資格者名簿の登載者で、口座の新規登録・追加・変更等する方は、このページからご

確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

 

《口座情報を変更するにあたっての注意事項》 

１ 口座枝番 001 又は 002 で登録している口座情報を変更する場合 

◆ 口座枝番 001 の登録は必須のため、削除ができません。口座情報を変更したい場合は、「口座管理名」にあ

るプルダウンから、「代表口座」を選択すると、下部に登録されている口座情報が表示されますので、変更し

たい項目を入力してください。 

◆ 口座枝番 002 の口座情報は、入力画面から直接変更できません。口座枝番 001 の情報を変更すると自動的

に 002 の情報も変更されます（契約・請求委任がある場合に 001 と同じ口座を 002 として自動的に生成して

いるため）。 

 

２ 口座枝番 003 以降で登録している口座情報を変更する場合 

◆ 「口座管理名」にあるプルダウンから、変更したい口座管理名を選択すると、下部に登録されている口座

情報が表示されますので、変更したい項目を入力してください。 

※変更したい口座の「削除」ボタンを押すと、その口座枝番が欠番となってしまいますので、「削除」ボタ

ンを押す際は、慎重に操作してください。 

《複数の口座を登録する方へ》 

◆ 水道局への請求時に使用する口座は「振込先口座の一覧」の上から８個以内に収まるように登録してくだ

さい。（９個目以降に登録された口座は、水道局にはシステムの都合上連携されません。） 

◆ 下図のように「口座枝番」は連番となりませんが、システムの不具合ではありませんので、そのまま登録

を続けてください。 

 

このボタンを押すと、その口座枝番が欠番と

なってしまいます。 
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※ここからは、口座入力画面の各項目の説明です。 

●口座管理名 

・１つ目の口座は、「代表口座」を選択してください。 

 

 

・２つ以上口座を登録する場合、2 つ目以降は「追加」を選択し、口座を管理するための任意の名称を入力して

ください。（例：前払金用口座、水道局用口座、交通局用口座、下水道会計用口座） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●金融機関（支店）コード・名 

「名称から検索」または「コードから検索」から入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座管理名は、「代表口座」から変更できません。 

《前払金口座の登録について》 

 工事等代金の一部を前払いするための「前払金口座」を登録する場合は、「前払金口座」にチェックを入れ

てください。 

なお、登録できる口座は、前払金保証事業会社が保証した別口普通預金口座のみです。 

前払金口座は工事等の前払いのみに使用する口座であり、他の支払には利用できません。 
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●口座種別 

 

※「普通」「当座」「貯蓄」以外の場合は、「その他」を選択してください。 

 

●口座番号 

 

※７桁未満の場合は、先頭に「0」を入力してください。 

 

●口座名義（カタカナ等）※半角かつ大文字 

 

 

 

《口座名義入力に関する注意事項》 

◆ 半角かつ大文字で入力してください。 

◆ 略語がある場合は使用してください。正：ﾖｺﾊﾏｼﾔｸｼﾖ(ｶ 、 ﾌｸ)ﾖｺﾊﾏｼﾔｸｼﾖ 

                  誤：ﾖｺﾊﾏｼﾔｸｼｮｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ 、 ｼﾔｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝﾖｺﾊﾏｼﾔｸｼｮ 

◆ 使用可能な略語及び文字の一覧は、Ｐ11、12 資料１、２のとおりです。 

◆ 登録が可能な口座は、原則、請求者名義の口座です。請求者と受取人の口座名義が異なる場合には、受領

委任状の郵送による提出が必要です。詳細については、Ｐ13 資料３も併せてご確認ください。 

◆ 法人の場合、代表者の肩書及び氏名は入力しないでください。法人の種類名（略語）と法人名のみを入力

してください。なお、信用金庫及び農協では、代表者の肩書、氏名が口座に登録されている場合があります。

その場合は、氏名まで入力してください。 

◆ 口座名義に支店名・営業所名等が含まれる場合は、支店名・営業所名等まで入力してください。 

◆ 法人ではない個人商店や町内会などの任意団体等の場合、代表者の肩書や氏名の省略はできません。肩書・

氏名が含まれる場合はすべて入力してください。 

◆ 氏名を入力する場合は、姓と名の間は半角スペース１文字空けてください。 

《契約・請求委任がある場合》※入札参加資格の有資格者名簿登載者の方のみ対象 

◆ 『振込先口座の登録画面』の次の『申請内容確認画面』において、「口座枝番 002」が自動的に生成され、

口座は、「口座枝番 001」と同じ代表口座を表示しています。実際の請求時には、「口座枝番 001」は利用せ

ず、「口座枝番 002」以降を利用してください。 

 

 

口座枝番 002 以降を利用してください 
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すべての項目の入力が終わりましたら、「振込先口座の追加・修正」をクリックしてください。（「振込先

口座の一覧」が更新されます。） 

※入札参加資格の有資格者名簿の「変更届」を行っている方は、口座入力が完了しましたら、横浜市財政

局契約部作成の『登録情報の変更について（変更届 ガイド）』のＰ11 へお進みください。 
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資料１「口座名義」欄で使用できる略語 

１．法人略語 ２．営業所略語 

 株式会社 カ  営業所 エイ 

 有限会社 ユ  出張所 シユツ 

 合名会社 メ ３．事業略語 

 合資会社 シ  連合会 レン 

 合同会社 ド  共済組合 キヨウサイ 

 医療法人 

イ 

 協同組合 キヨウクミ 

 医療法人社団  生命保険 セイメイ 

 医療法人財団  海上火災保険 カイジヨウ 

 社会医療法人  火災海上保険 カサイ 

 財団法人 

ザイ 

 健康保険組合 ケンポ 

 一般財団法人  国民健康保険組合 コクホ 

 公益財団法人  国民健康保険団体連合会 コクホレン 

 社団法人 

シヤ 

 社会保険診療報酬支払基金 シヤホ 

 一般社団法人  厚生年金基金 コウネン 

 公益社団法人  従業員組合 ジユウクミ 

 宗教法人 シユウ  労働組合 ロウクミ 

 学校法人 ガク  生活協同組合 セイキヨウ 

 社会福祉法人 フク  食糧販売協同組合 シヨクハンキヨウ 

 更正保護法人 ホゴ  国家公務員共済組合連合会 コクキヨウレン 

 相互会社 ソ  農業協同組合連合会 ノウキヨウレン 

 特定非営利活動法人 トクヒ  経済農業協同組合連合会 ケイザイレン 

 独立行政法人 ドク  共済農業協同組合連合会 キヨウサイレン 

 地方独立行政法人 チドク  漁業協同組合 ギヨキヨウ 

弁護士法人 ベン  漁業協同組合連合会 ギヨレン 

 有限責任中間法人 
チユウ 

 公共職業安定所 シヨクアン 

 無限責任中間法人  社会福祉協議会 シヤキヨウ 

 行政書士法人 ギヨ  特別養護老人ホーム トクヨウ 

 司法書士法人 シホウ  有限責任事業組合 ユウクミ 

 税理士法人 ゼイ   

 国立大学法人 
ダイ 

  

 公立大学法人   

農事組合法人 ノウ   

管理組合法人 カンリ   

社会保険労務士法人 ロウム   

 

  

【間違えやすい例】 

株式会社   × ｶﾌﾞ → ○ ｶ 

有限会社   × ﾕｳ   →  ○ ﾕ 

合名会社   × ｺﾞ   →  ○ ﾒ 

合資会社   × ｺﾞ  → ○ ｼ 

財団法人   × ｻﾞ  → ○ ｻﾞｲ 

社団法人   × ｼ  → ○ ｼﾔ 

社会福祉法人 × ｼﾔ  → ○ ﾌｸ 

宗教法人   × ｼ  → ○ ｼﾕｳ 

代表取締役  × ﾀﾞｲ  → 略語はありません。 

【入力例】 

株式会社横浜      → ｶ)ﾖｺﾊﾏ 

横浜株式会社      → ﾖｺﾊﾏ(ｶ 

横浜株式会社神奈川支店 → ﾖｺﾊﾏ(ｶ)ｶﾅｶﾞﾜｼﾃﾝ 
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資料２「口座名義」欄で使用できる文字（すべて半角文字） 

カタカナ（小文字を除く） ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ

ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ  

英字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

記号 . ( ) - / 

カナ記号 ｢ ｣ ゛゜  

スペース   

※中点（･）は、ドット（.）に置き換えてください。 
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資料３「受領委任状」の提出について 

 

◆ 請求者（請求委任をしている場合は受任者）と受取人の口座名義（以下「口座名義」という。）が異なる場合

に、「受領委任状」（原本）を郵送により提出してください。（アップロード不可。） 

※郵送する際は、「申請受付内容」の１ページ目（受付番号の記載があるページ）を印刷の上、同封してください。 

 

なお、口座名義が請求者の法人名と同一であれば、委任状がなくても指定の口座に振込むことができます。口

座名義と請求者の法人名が同一ではなく、同一法人への支払であることが明確でない場合は、委任状を提出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 様式は、本市HPのいずれかのページからダウンロードできます。 

１ 『ヨコハマ・入札のとびら』 

https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/z_kyoutsu_03.html 

 ２ 『振込先口座登録【業者コード－口座枝番】』 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouza-touroku.html 

  

委任状が必要な場合 

・第三者の口座への振込みであるとき  

・同一法人への支払であることが明確でないとき（口座名義と請求者の法人名が同一ではないとき） 

例１）請求者が「社会福祉法人よこはま 理事長 鶴見一郎」で、  

口座名義が「 ﾂﾙﾐﾎｰﾑ 」であるとき 

例２）請求者が「社会福祉法人よこはま 理事長 鶴見一郎」で、 

口座名義が「 ﾂﾙﾐ ｲﾁﾛｳ 」であるとき                等 

委任状が不要な場合 

・同一法人への支払であることが明確であるとき 

例１）請求者が「社会福祉法人よこはま 鶴見ホーム 施設長 鶴見二郎」で、  

口座名義が「 ﾌｸ)ﾖｺﾊﾏ 」であるとき 

例２）請求者が「よこはま株式会社 関内支店 支店長 横浜太郎」で、 

口座名義が「 ﾖｺﾊﾏ(ｶ 」であるとき 

例３）請求者が「よこはま株式会社 代表取締役 横浜花子」で、 

口座名義が「 ﾖｺﾊﾏ(ｶ)ｶﾝﾅｲｼﾃﾝ 」であるとき 

・個人事業主の場合で、口座名義が個人名のみのとき 

 例１）請求者が「よこはま商店 中浜子 」で、 

口座名義が「 ﾅｶ ﾊﾏｺ 」であるとき                      等 

郵送先：〒231-0005 

横浜市中区本町６-50-10  横浜市会計室会計管理課出納係 口座登録担当 

    ※ 資格審査申請システムでの申請後速やかに郵送をお願いいたします。 
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 ④ 入力した内容の確認～申請受付内容の印刷 

すべての入力が完了すると、確認画面が表示されます。 

入力内容を確認し、「申請する」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(中略) 「申請する」をクリック 

「申請受付内容の印刷」画面が表示されたら入力内容の提出は完了です。届出内容確認のため、問い

合わせをさせていただく場合がありますので、この画面は必ず印刷やデータ保存をしてください。 

ただし、口座情報の修正等を行った方は、書類の提出が必要ですので、引続き、「２ 提出書類のアッ

プロード」を行ってください。 

また、「入力者情報」で入力した E-mail アドレスあてに、届出受付完了メールが送信されます。 
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(1) 提出書類の準備 

① 届出内容入力完了後、提出が必要となる書類が示されますので、確認の上、各書類の準備をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込先口座の分かる書類 ※口座を追加・変更した方のみ（ただし、変更内容が「口座管理名」や「前払金口

座のチェックボックス」のみ又はその両方のみであれば、提出不要です。） 

◆ 口座情報（金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義カナ）が確認できる書類等を PDF データ

で提出してください。 

① 預金通帳がある場合 

     預金通帳の「表紙」と「表紙の裏面（見開きの２ページ）」の写し 

② 預金通帳がない場合（当座預金やＷｅｂ口座など） 

     当座勘定照合表や、口座情報（金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義カナ）が確認で 

きる画面のコピー（自社で作成した請求書やシステム画面は認められません。） 

◆ PDF データ（１ファイル４MB まで）で、システム上にアップロードして提出してください。 

◆ 複数の口座の変更等がある場合は、「口座枝番」の順番で１つの PDF にまとめてください。 

 

 

《書類提出時の共通の注意事項》 

◆ 届出内容入力完了後、書類提出が必要な方は、アップロードまで行わないと届出が受理されません。 

◆ 届出内容確認のため、問い合わせをさせていただく場合がありますので、提出書類の PDF データは保管し

てください。 

◆ 原則として、提出書類の郵送（「受領委任状」を除く）はできません。アップロード時のエラー等により提

出ができない状況にあるなど、やむを得ない場合は、会計室会計管理課出納係（℡:045-671-2988）まで事前

にご相談ください。 

◆ 令和７・８年度変更届に関する書類以外はアップロードしないでください。 

◆ アップロードする書類に誤りがないよう慎重に操作をお願いします。もし、アップロ―ド後に書類の差し

替えが必要な場合はＰ17 をご参照ください。 

２ 提出書類のアップロード 
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委任状（受領委任用） ※該当する方のみ  

◆ 請求者と受取人の口座名義が異なる場合に必要です。必ず、郵送により提出してください。（アップロード

不可） 

※詳細については、Ｐ13 資料３をご確認ください。 

 

(2) アップロード方法 

① 『資格審査申請システム』のログインメニューへ再度アクセスし、「変更届提出書類アップロード未完了」

をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② アップロードしたい書類の枠にある「ファイルの選択」ボタンをクリックして、事前に保存してある PDF デ

ータ（１ファイル４MG まで）を選択してください。 

 

 

 

  

※いくつかの予備枠を設けていますので、１つの PDF に

まとめられない場合はこちらをご利用ください。 

「変更届提出書類アップロード未完了」

をクリック 
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③ 「添付ファイル更新」ボタンをクリックしてください。アップロードしたデータを画面上から開いて、確認

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ すべての書類（PDF）がアップロードできたら、最後に必ず「確定・提出」ボタンをクリックしてください。 

※「確定・提出」をクリックしないと、提出されたとみなされないためご注意ください。ただし、すべての書

類のアップロードが済んでいないのに「確定・提出」をクリックすると、それ以降変更ができなくなるので、

操作の際は特にご注意ください。 

 

 

 

 

 

※アップロード後、処理が完了した旨のメールは送信されません。正常にアップロードできているかどうか確

認されたい場合は、会計室会計管理課出納係（℡:045-671-2988）までお問い合わせください。 

 

 

 

  

≪送信後の申請内容の訂正及びアップロ―ド書類の差し替えについて≫ 

◆ 送信後に申請内容を訂正したい場合、もしくはアップロ―ド書類の差し替えをしたい場合は、以下に掲載

の「申請（届出）内容修正・取下げ依頼書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、専用のメールアドレス

までお送りください。（申請完了後は、『資格審査申請システム』から申請内容を訂正することはできません。） 

「申請（届出）内容修正・取下げ依頼書」のダウンロードはこちらから↓ 

    https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouza-touroku.html   

送付先：kk-kouza@city.yokohama.lg.jp 

メールの件名：【依頼】申請（届出）内容の修正等について（振込先口座登録） 

 

◆ 依頼後、訂正や差戻しの対応が完了するまでお時間がかかる場合があります。随時申請にあたっては、

一時保存機能を活用し、入力内容に誤りがないよう慎重に入力操作をお願いします。 

「確定しました。」が表示されたらＯＫ‼ 
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届出内容の審査（横浜市） 

届出内容と提出書類を横浜市が審査します。 

◆ 確認事項がある場合には、会計室から入力者に連絡します。 

◆ 確認のため、追加で書類提出を求める場合があります。その場合はアップロ―ド書類の差戻しを行います

ので、職員の指示に従ってください。 

◆ 届出後の確認状況や書類受け取りなどに関して、会計室から電話やメールの連絡は原則行いません。 

 

届出受理通知 

 

 

◆ 横浜市による審査後、届出されたすべての方に受理通知メールを送信します。 

  ※「本社基本情報」で入力した E-mail アドレスあてに送信します。 

◆ メール受信後、『資格審査申請システム』にログインし、登録内容を確認してください。登録内容に不明

な点がある場合は、会計室会計管理課出納係（℡:045-671-2988）までお問い合わせください。 

 

 

変更届に関するお問い合わせ先は次のとおりです。 

なお、お問い合わせの前に、本市 HP『振込先口座登録【業者コード－口座枝番】』に掲載している「振

込先口座登録に関するＱ＆Ａ」に同様の質問がないか、ご確認ください。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kaikei/shiharai/kouza-touroku.html 

項目 問い合わせ先 

届出内容の入力方法 

アップロード方法 

電子入札ヘルプデスク 

電話：０４５－６６２－７９９２ 

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日除く） 

口座登録制度全般 
会計室会計管理課出納係 

電話：０４５－６７１－２９８８ 

受付時間：午前８時 45 分～午後５時 15 分（土・日・祝日除く） 
届出内容の修正 

アップロード書類の差し替え 

 

３ お問い合わせ先 

３ 届出受理通知メールの受領 


